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○五條市土砂等の埋立て等の規制に関する指導要綱 

                           平成２８年７月１９日 

                           告示第７１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例（平成２８年６月五條

市条例第２８号。以下「条例」という。）第９条第１項、条例第１４条第１項又は条例第

２５条第１項の規定による許可に際し、五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施

行規則（平成２８年６月五條市規則第２８号。以下「規則」という。） 第１３条の規定

に基づく協議（以下「事前協議」という。）の実施及びその指導に関し必要な事項を定め

るものとする。 

  （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の定めるところによる。  

（特定事業予定者の責務）  

第３条 事前協議を行おうとする者（以下「特定事業予定者」という。）は、条例、規則そ

の他関係法令で定める諸規制のほかこの要綱を遵守するとともに、苦情及び紛争が生じた

ときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。  

（事前協議） 

第４条 条例第９条第１項の許可の申請をしようとする特定事業予定者は、特定事業許可

事前協議書（様式第１号）を、条例第１４条第１項の許可の申請をしようとする特定事

業予定者は、特定事業変更許可事前協議書（様式第２号）を市長に提出しなければなら

ない。  

２ 前項の協議書に添付する書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第

１４条第１項の許可に係る事前協議の場合にあっては、変更に係る書類及び図面とする。  

(1) 住民票の写し（事業者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書）及び当該

事前協議書に押印した印鑑登録証明書  

(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図（両図とも縮尺２，５００分の１程度） 

(3) 土砂等の搬入（搬出）経路図（縮尺２，５００分の１ 程度） 

(4) 特定事業場及び特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施工前後の構造が確

認できるものに限る。ただし、一時たい積特定事業にあっては、土砂等のたい積が最

大となった場合のたい積の構造が確認できるものに限る。）（縮尺２５０分の１～５０

０分の１程度）  

(5) 現場事務所（土砂等の搬入（一時たい積特定事業である場合にあっては、搬入及び
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搬出）を管理するための事務所をいう。）その他特定事業に供する施設の設置計画図（縮

尺２５０分の１～５００分の１程度）  

(6) 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名  

(7) 特定事業に係る現場責任者であることを証する書面  

(8) 特定事業に係る現場責任者の住民票の写し及び本人の写真  

(9) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及

び現場写真並びに規則第７条第７項第２号の規定により採取した試料ごとの検査試料

採取調書（様式第１０号）及び地質分析（濃度） 結果証明書（様式第１１号）。 ただ

し、一時たい積特定事業で特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断

される構造である場合にあっては、その構造図（縮尺２０分の１～５０分の１程度）  

(10) 特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置（図面にあっ

ては、縮尺５００分の１程度）。ただし、一時たい積特定事業にあっては、施設の構造

図（縮尺２０分の１程度）  

(11) 排水施設を設置する場合にあっては、集水区域を示す図面（縮尺２，５００分の１

程度）、排水計画図（縮尺５００分の１程度）、構造図（縮尺２０分の１～５０分の１

程度）及び第８条の規定による計算書  

(12) 一時たい積特定事業である場合にあっては、特定事業に使用される土砂等について、

発生場所ごとに区分するために必要な措置（図面にあっては、縮尺２０分の１ ～５０

分の１程度）  

(13) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算を記

載した書面  

(14) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図、背面図（両図とも縮尺２０分の

１～５０分の１程度）及び構造計算書  

(15) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な

措置（図面にあっては、縮尺２０分の１～５０分の１程度）  

(16) 特定事業場及び特定事業区域の土地の実測図（縮尺２５０分の１程度）  

(17) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書（一時たい積特定事業にあっては、たい

積が最大になった場合のたい積土砂等の量の計算書）  

(18) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し  

(19) 特定事業区域の土地の公図の写し  

(20) 特定事業場の土地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し  
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(21) 特定事業区域内の土地が自己所有でない場合にあっては、規則第６条第１項に規定

する特定事業区域内土地使用同意書（様式第３号）若しくは特定事業（一時たい積特

定事業）区域内土地使用同意書（様式第４号）若しくは規則第６条第２項に規定する

特定事業区域内（小規模）土地使用同意書（様式第５号）若しくは特定事業（小規模

一時たい積）区域内土地使用同意書（様式第６号）及びこれらの書面に押印した土地

所有者の印鑑登録証明書又は特定事業区域内の土地所有者の承諾書若しくは契約書の

写し（土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。）  

(22) 特定事業区域内の土地につき特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者がある

場合にあっては、規則第６条第４項に規定する特定事業区域内施工同意書（様式第８

号）及びこの書面に押印した者の印鑑登録証明書又は特定事業施工承諾書  

(23) 特定事業場（特定事業区域を除く。）の土地が自己所有でない場合にあっては、規

則第６条第４項に規定する特定事業場（特定事業区域を除く）内土地利用同意書（様

式第７号）及びこの書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は土地所有者の承

諾書若しくは契約書の写し（土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。） 

(24) 特定事業場の隣接土地所有者（隣接する土地が農地の場合は、耕作者を含む。）の

同意書。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。  

(25) 第６条に規定する説明会の開催に関する計画書  

(26) 前号の計画書は、特定事業説明会等計画書（様式第１５号）とする。  

(27) その他市長が必要と認める書類及び図面  

３ 事前協議に係る特定事業が小規模埋立て等である場合にあっては、前項第９号、第１

０号、第１２号及び第１５号の規定は、適用しない。  

（譲受けに係る事前協議）  

第５条 条例第２５条第１項の許可の申請をしようとする特定事業予定者は、特定事業譲

受け許可事前協議書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。  

２ 前項の協議書に添付する書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 住民票の写し（事業者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書）及び当該

事前協議書に押印した印鑑登録証明書  

(2) 譲り受けをすることを示す書面  

(3) 特定事業場の位置図及び付近の見取図（両図ともに縮尺２，５００分の１程度）  

(4) 特定事業許可決定通知書、特定事業変更許可決定通知書又は特定事業譲受け許可決

定通知書の写し  

(5) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し  
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(6) 特定事業場の土地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し  

(7) 特定事業区域内の土地が自己所有でない場合にあっては、規則第６条第１項に規定

する特定事業区域内土地使用同意書若しくは特定事業（一時たい積特定事業）区域内

土地使用同意書若しくは規則第６条第２項に規定する特定事業区域内（小規模）土地

使用同意書若しくは特定事業（小規模一時たい積）区域内土地使用同意書及びこれら

の書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は特定事業区域の土地所有者の承諾

書若しくは契約書の写し（土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。）  

(8) 特定事業区域の土地につき特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者がある場合

にあっては、規則第６条第４項に規定する特定事業区域内施工同意書及びこの書面に

押印した印鑑登録証明書又は特定事業施工承諾書 

(9) 特定事業場（特定事業区域を除く。）の土地が自己所有でない場合にあっては、規則

第６条第４項に規定する特定事業場（特定事業区域を除く）内土地利用同意書及びこ

の書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は土地所有者の承諾書若しくは契約

書の写し（土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。）  

(10) 特定事業場の隣接土地所有者（隣接する土地が農地の場合は、耕作者を含む。）の

同意書。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。 

(11) 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名  

(12) 特定事業に係る現場責任者であることを証する書面  

(13) 特定事業に係る現場責任者の住民票の写し及び本人の写真  

(14) 第６条に規定する説明会の開催に関する計画書  

(15) 前号の計画書は、特定事業説明会等計画書（様式第１５号）とする。  

(16) その他市長が必要と認める書類及び図面  

（説明会の開催）  

第６条 特定事業予定者は、特定事業の内容を周知することが適当と認められる範囲（以

下「関係地域等」という。）に居住する住民、自治会及び水利権者（以下「関係地域住民

等」という。）に対し、自らの責任において説明会を開催し、次に掲げる事項について説

明を行うものとする。 

(1) 特定事業の計画の概要 

ア 特定事業予定者の氏名若しくは名称、住所及び連絡先  

イ 特定事業に係る現場責任者の氏名及び連絡先  

ウ 事業目的、特定事業場所、事業期間、面積、土量、搬入（搬出）経路及び見取図 

エ 計画平面図（概要）及び搬入時間  
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オ 使用される土砂等の発生場所及び区分 

カ その他必要な事項  

(2) 地域の環境保全上の留意点  

ア 特定事業予定者が計画する土砂の飛散及び流出防止対策  

イ 囲いの設置、搬入車両の安全管理、搬入土砂の管理、残置林の確保及び施工時間  

ウ 関係書類等の縦覧の方法  

エ  その他必要な事項  

２ 特定事業予定者は、説明会を開催するに当たっては、その場所、日程、事業計画の概

要等について、あらかじめ、関係地域住民等に周知を図るものとする。 

３ 特定事業予定者は、説明会を開催した結果、当該事業の関係地域住民等の代表者から、

特定事業の実施に伴う当該地域の環境保全に係る遵守事項について協定の締結の申し出

があった場合は、協定の締結に努めるものとする。  

４ 特定事業予定者は、その責めに帰することのできない事由で第１項の説明会を開催す

ることができない場合は、その事業計画を記載した文書を配布する等の方法により、周知

に努めるものとする。 

５ 特定事業予定者は、特定事業説明会等実施状況報告書（様式第１４号）を、事前協議

終了までに、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

(1) 第２項に規定する説明会の開催案内書又は周知書  

(2) 関係地域住民等の出席状況（対象者数及び出席者数を示すもの）  

(3) 説明会における配布資料  

(4) 関係地域住民等、近隣の住民その他特定事業について利害関係を有する者からの要

望があった場合には、要望書等の写し又はそれに対する回答書の写し 

(5) 協定を締結した場合にあっては、協定書の写し  

(6) 前項に基づき、文書の配布等により周知した場合は、その文書  

６ 市長は、前項の規定に基づいて提出された、特定事業説明会等実施状況報告書の内容

から勘案し、十分説明がなされていないと判断するときは、特定事業予定者に対し、再

度説明会の開催を指示できる。 

７ 第１項から第５項までの規定は、前項の指示に基づく説明会に準用する。  

（関係地域等）  

第７条 前条に規定する関係地域等とは、次のとおりとする。  

(1) 特定事業場からおおむね２００メートル以内の地域（２００メートル以内の地域に

居住する住民及び自治会がない場合は、特定事業場に隣接する地域）並びに特定事業
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場の排水設備から下流２０００メートル又は一番近い水利組合及び水利権を有するも

の 

(2) 特定事業場の搬入道路（国道、県道、市道及び法定外公共道路を除く。）の道路端か

らおおむね３０メートル以内の地域  

（排水対策） 

第８条 規則別表第１第１２号に規定する排水施設は、別表第１に定める計算式により算

定されたものでなければならない。  

（土地所有者の承諾書等）  

第９条 第４条第２項第２１号及び第５条第２項第７号に規定する承諾書は、土地使用承

諾書（様式第４号）とする。  

２ 第４条第２項第２２号及び第５条第２項第８号に規定する特定事業施工承諾書は、特

定事業施工承諾書（様式第５号）とする。  

３ 第４条第２項第２３号及び第５条第２項第９号に規定する土地所有者の承諾書は、土

地利用承諾書（様式第６号）とする。  

４ 第４条第２項第２４号及び第５条第２項第１０号に規定する同意書は、特定事業隣接

同意書（様式第７号）とする。  

（現地調査） 

第１０条 産業環境部生活環境課長（以下「生活環境課長」という。）は、第４条第１項に

規定する協議書（第５条第１項及び第１６条に規定する協議書を含む。以下同じ。）を受

理したときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。 

（協議会の設置及び運営） 

第１１条 市は、土砂等の埋立て等の規制に関する事前協議について適切な指導を期する

ため、五條市土砂等の埋立て等の規制に関する協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

２ 協議会の組織は、別表第２のとおりとする。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（協議会の審査）  

第１２条 生活環境課長は、協議書を受理したときは、特定事業の計画について、協議会

の審査に付するものとする。 

２ 協議会は、特定事業の計画の審査のため必要と認める場合は、特定事業予定者又は特
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定事業場に係る土地所有者に対し説明を求めることができる。  

（計画の審査の指示等）  

第１３条 市長は、協議会の審査結果に基づき、特定事業予定者に対し、特定事業を行う

に当っての留意事項又は 計画変更の指示を審査指示書（様式第８号）により通知し指導

するものとする。  

２ 前項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、特定事業の計画を審査指示事項

に適合させるための関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において

行わなければならない。 

（審査指示の回答等）  

第１４条 前条第１項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、その内容を十分検

討し、特定事業の計画が審査指示事項に適合する見込みがないと判断したときは、特定

事業（変更・譲受け）許可事前協議取下書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前条第１項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、特定事業の計画が審査指

示事項に適合するに至ったときは、その旨を審査指示事項調整済回答書（様式第１０号。

以下「回答書」という。）を市長に提出しなければならない。  

（関係機関等への照会等） 

第１５条 市長は、前条第２項の回答書を受理したときは、その内容について関係行政機

関等に照会し、確認するものとする。  

２ 前項に規定する場合において、生活環境課長は、回答書の内容を関係各課に照会し、

確認するものとする。  

（事前協議済書の通知等）  

第１６条 市長は、前条の規定による確認の結果、回答書の内容が審査指示事項に適合す

ると認められる場合は、特定事業（変更・譲受け）許可事前協議済書（様式第１１号）に

より、特定事業予定者に事前協議が終了した旨を通知するものとする。 

２ 生活環境課長は、前項の規定による通知後、速やかに、関係各課に対し事前協議が終

了した旨を通知するものとする。 

（事前協議の変更）  

第１７条 特定事業予定者は、市長に提出した協議書の内容に変更があった場合は、変更

に係る図書類を添付した特定事業（変更・譲受け）許可事前協議変更協議書（様式第１

２号）を市長に提出し、協議しなければならない。ただし、規則第１２条第１項各号に

掲げる軽微な変更にあっては、特定事業(変更・譲受け)許可事前協議変更届出書（様式第
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１３号）によるものとする。  

（事前協議申請の取下げ） 

第１８条 市長は、第１３条第１項の規定による審査指示書の通知の日の翌日から起算し

て１年を経過した日において第１４条第２項に規定する回答書が提出されていない場合

にあっては、当該事前協議書は、取り下げられたものとみなす。ただし、特定事業の計画

を審査指示事項に適合させるため、やむを得ないと市長が認める場合にあっては、この限

りでない。  

（許可の申請） 

第１９条 特定事業予定者は、条例第１１条第１項若しくは第２項、条例第１４条第３項又

は条例第２５条第２項の規定による特定事業の許可申請を、第１６条第１項の特定事業

（変更・譲受け）許可事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。 

２ 前項の特定事業（変更・譲受け）許可事前協議済書の有効期間は、第１６条第１項の

通知した日の翌日から起算して１年が経過する日までの期間とする。ただし、やむを得な

いと市長が認めた場合は、この限りでない。  

（提出書類）  

第２０条 この要綱の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、生活環境課

長の指示する部数とする。  

（委任） 

第２１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年１０月五條市告示第７０号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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別表第１（第８条関係） 

 (1 ) 雨水流出量の算定  

Ｑ＝ １/３６０×Ｃ×Ｉ×Ａ  

Ｑ：最大計画雨水流出量（ｍ３／ｓｅｃ）  

Ｃ：流出係数 

Ｉ：流達時間ｔ分内の平均降雨強度（㎜／ｈ）  

Ａ：排水面積（ha）  

※ Ｉ＝５年確率の降雨強度とする。 

 (2 ) 断面等の決定  

Ｑ＝Ａ×Ｖ 

Ｑ：流量（ｍ３／ｓｅｃ） 

Ａ：流水の断面積（㎡） 

Ｖ：平均流速（ｍ／ｓｅｃ）なお、Ｖ＝１／ｎ×Ｒ２／３ ×ｉ１／２  

ｉ：勾配       ｎ：粗度係数  

Ｒ：径深（Ａ／Ｐ）  Ｐ：流水の潤辺長 

 

別表第２（第１１条関係） 

 五條市土砂等の埋立て等の規制に関する協議会 

 会 長 五條市副市長  

副 会 長  五條市理事 

 副 会 長 五條市技監 

委 員 産業環境部長 

   委  員 農林政策課長 

   委  員 企画政策課長 

   委  員 危機管理課長 

   委  員 建設課長 

   委  員 まちづくり推進課長 

   委  員 下水道課長 

   委  員 水道局次長 

   委  員 生活環境課長 
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